
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答
1 交通規制 伸縮装置取替において、施工に先立ち、各施工箇所の伸縮装置の現状や状況につい

て、車線規制を実施して調査を行う必要があるが、交通規制の数量に見込まれてい
ないように思われます。これについては、監督員と協議の上、変更対象となります
か？

交通規制の数量に見込んでおりません。
当社と受注者により、道路維持指定車による現地確認を考
えていますが、車線規制の要否については、監督員と協議
の上、決定するものとします。

質問書に対する回答

　件名）常磐自動車道　大北川高架橋はく落対策工事


